
議案第９４号 

 

   令和５年度矢巾町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）に対する

訂正について 

 

 議案第９１号令和５年度矢巾町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）の一

部を次のように訂正する。 

 

 歳入歳出予算補正事項別明細書中、３歳出の４款保険事業費 １項保険事業費 ２

目疾病予防費を追加し、補正額の財源内訳欄の国庫支出金を「86千円」とし、一般財

源を「△86千円」とし、１項保険事業費の補正額の財源内訳欄の計の欄について、国

庫支出金を「△59千円」に、一般財源を「△203千円」に改める。 

 

 

 

 

 

  令和５年12月12日提出 

 

 

 

                  矢巾町長 高 橋 昌 造 

 



議案第９５号 

 

   矢巾町手数料条例の一部を改正する条例について 

 

 矢巾町手数料条例（平成12年矢巾町条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 

 

 

 

 

 

 

  令和５年12月14日提出 

 

 

 

                  矢巾町長 高 橋 昌 造 

 



 

1 
 

矢巾町手数料条例の一部を改正する条例 

矢巾町手数料条例（平成12年矢巾町条例第２号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表（第２条関係） 

手数料を徴収する事務 名称 金額 

(１) 戸籍法（昭和22年法律第224号）第10

条第１項若しくは第10条の２第１項若し

くは第３項から第５項まで若しくは第126

条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄

本の交付又は同法第120条第１項若しくは

第126条の規定に基づく磁気ディスクをも

って調製された戸籍に記録されている事

項の全部若しくは一部を証明した書面の

交付 

〔略〕 〔略〕 

〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

別表（第２条関係） 

手数料を徴収する事務 名称 金額 

(１) 戸籍法（昭和22年法律第224号）第10

条第１項若しくは第10条の２第１項若し

くは第３項から第５項まで若しくは第126

条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄

本の交付又は同法第120条第１項、第120条

の２第１項若しくは第126条の規定に基づ

く戸籍証明書の交付 

 

 

〔略〕 〔略〕 

(１)の２ 戸籍法第120条の３第２項の規定

に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号

の発行（情報通信技術を活用した行政の推

進等に関する法律（平成14年法律第151号）

第７条第１項の規定により同法第６条第

１項に規定する電子情報処理組織を使用

する方法（総務省令で定めるものに限る。

以下この号及び第４号の２において同

じ。）により戸籍電子証明書提供用識別符

号の発行を行う場合（当該発行に係る戸籍

電子証明書の請求が同項の規定により同

項に規定する電子情報処理組織を使用す

る方法により行われた場合に限る。）にお

ける当該発行及び戸籍電子証明書提供用

識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の

請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明

書が証明する事項と同一の事項を証明す 

戸籍電子

証明書提

供用識別

符号の発

行手数料 

戸籍電子

証明書提

供用識別

符号１件

につき

400円 
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〔略〕   

(３) 戸籍法第12条の２において準用する

同法第10条第１項若しくは第10条の２第

１項若しくは第３項から第５項までの規

定若しくは同法第126条の規定に基づく除

かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又

は同法第120条第１項若しくは第126条の

規定に基づく磁気ディスクをもって調製

された除かれた戸籍に記録されている事

項の全部若しくは一部を証明した書面の

交付 

〔略〕 〔略〕 

〔略〕   

〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

る戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明

書の請求を行う場合における当該発行を

除く。） 

  

〔略〕   

(３) 戸籍法第12条の２において準用する

同法第10条第１項若しくは第10条の２第

１項若しくは第３項から第５項までの規

定若しくは同法第126条の規定に基づく除

かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又

は同法第120条第１項、第120条の２第１項

若しくは第126条の規定に基づく除籍証明

書の交付 

 

 

〔略〕 〔略〕 

〔略〕   

(４)の２ 戸籍法第120条の３第２項の規定

に基づく除籍電子証明書提供用識別符号

の発行（情報通信技術を活用した行政の推

進等に関する法律第７条第１項の規定に

より同法第６条第１項に規定する電子情

報処理組織を使用する方法により除籍電

子証明書提供用識別符号の発行を行う場

合（当該発行に係る除籍電子証明書の請求

が同項の規定により同項に規定する電子

情報処理組織を使用する方法により行わ

れた場合に限る。）における当該発行及び

除籍電子証明書提供用識別符号の発行に

係る除籍電子証明書の請求を行う者が同

時に当該除籍電子証明書が証明する事項 

除籍電子

証明書提

供用識別

符号の発

行手数料 

除籍電子

証明書提

供用識別

符号１件

につき

700円 
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(５) 戸籍法第48条第１項（同法第117条に

おいて準用する場合を含む。）の規定に基

づく届出若しくは申請の受理の証明書の

交付又は同法第48条第２項（同法第117条

において準用する場合を含む。）若しくは

第126条の規定に基づく届書その他町長の

受理した書類に記載した事項の証明書の

交付 

 

 

〔略〕 〔略〕 

(６) 戸籍法第48条第２項（同法第117条に

おいて準用する場合を含む。）の規定に基

づく届書その他町長の受理した書類の閲

覧に供する事務 

 

戸籍法第

48条第２

項の書類

の閲覧手

数料 

書類１件

につき

350円 

〔略〕   
 

と同一の事項を証明する除かれた戸籍の

謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求

を行う場合における当該発行を除く。） 

  

(５) 戸籍法第48条第１項（同法第117条に

おいて準用する場合を含む。）の規定に基

づく届出若しくは申請の受理の証明書の

交付、同法第48条第２項（同法第117条に

おいて準用する場合を含む。次号において

同じ。）若しくは第126条の規定に基づく

届書その他町長の受理した書類に記載し

た事項の証明書の交付又は同法第120条の

６第１項の規定に基づく届書等情報の内

容の証明書の交付 

〔略〕 〔略〕 

(６) 戸籍法第48条第２項の規定に基づく

届書その他町長の受理した書類を閲覧に

供する事務又は同法第120条の６第１項の

規定に基づく届書等情報の内容を表示し

たものを閲覧に供する事務 

戸籍法第

48条第２

項の書類

の閲覧手

数料 

１件につ

き350円 

〔略〕   
 

備考 改正箇所は改正前欄及び改正後欄の下線部分の規定であり、〔 〕の記載は注記である。 

附 則 

この条例は、令和６年３月１日から施行する。 



議案第９６号 

 

   訴えの提起に関し議決を求めることについて 

 

 次のとおり、訴えを提起したいので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第

１項第12号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和５年12月14日 

 

                  矢巾町長 高 橋 昌 造 

 

１ 事件の名称 

町営住宅の明渡し及び滞納家賃等の支払請求事件 

 

２ 相手方 

  住所  

   氏名  

 

３ 事件の概要 

   別紙のとおり。 

 

４ 請求の要旨 

相手方は、町営住宅の明渡し及び滞納家賃等の支払請求に係る住宅（以下「本

件町営住宅」という。）の家賃を１年半以上にわたり滞納し、本町の再三にわた

る納付指導に応じないほか、正当な事由によらず半年以上、本件町営住宅を使用

していない。このことから、矢巾町町営住宅等条例（平成９年矢巾町条例第32号。

以下「条例」という。）第32条第１項の規定に基づく町営住宅の明渡し請求及び

同条第３項の規定による金銭の支払い請求を行ったが、相手方はその後も本件町

営住宅の明渡し及び滞納家賃等の支払いに応じないことから、訴えを提起するも

のである。 

 

５ 請求の内容 

本件町営住宅の明渡し、滞納家賃、条例第32条第３項の規定により支払うべき

金銭及び訴訟費用等 

 

６ 訴訟遂行の方針 

(１) 裁判の結果必要がある場合は、上訴するものとする。 

(２) 訴訟において調停又は和解が適当であると認められる場合は、相当の条件で

これに応じるものとする。 

 

 



別紙 

 

 事件の概要 

 

１ 本町は、相手方に対し、平成27年７月24日付けで町営住宅の明渡し及び滞納家賃

等の支払請求に係る住宅（以下「本件町営住宅」という。）の入居を許可し、平成

27年７月28日付けで町営住宅入居請書を徴取している。 

 

２ 本件町営住宅の家賃の支払いが滞ったため、本町は、相手方に対し、督促や催告

等を行い、その後も再三にわたる納付指導を行ったにもかかわらず、未払の状況は

改善されなかった。 

 

３ 本町は、相手方に対し、令和５年９月５日付けの最終催告書を令和５年９月６日

に直接本件町営住宅へ送達し、令和５年９月29日までに滞納額を完納しない場合は、

本件町営住宅の明渡しを請求する旨を通知したが、期限までに納付がなされなかっ

た。 

 

４ 本町は、令和５年10月６日付けで相手方に対し、町営住宅明渡請求書を内容証明

郵便にて送付したが、令和５年10月15日に受取人不在で返送されたため、令和５年

10月17日に直接本件町営住宅へ送達し、令和５年10月31日までに明け渡すよう請求

した。 

 

５ しかしながら、相手方から、期限までに本件町営住宅の明渡しがなされず、滞納

家賃も未納であるため、本件町営住宅の明渡し及び滞納家賃等の支払請求の訴えを

提起するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

































発議案第８号 

 

   パレスチナ自治区ガザ地区における即時かつ持続的な休戦に向けた取り組 

みを求める意見書の提出について 

 

 上記の議案を別紙のとおり矢巾町議会会議規則(昭和62年矢巾町議会規則第１号)第

14条の規定により提出する。 

 

 

 

 

 

   令和５年１２月１４日 

 

 矢巾町議会議長   廣 田 清 実  様 

 

 

 

           提出者  矢巾町議会議員  高 橋 安 子 

 

           賛成者     〃     赤 丸 秀 雄 

 

            〃      〃     髙 橋 敬 太 

 

          〃       〃     ササキ マサヒロ 

 

            〃      〃     齊 藤 勝 浩 

 

   

             

 

 



パレスチナ自治区ガザ地区における即時かつ持続的な 

休戦に向けた取り組みを求める意見書 

 

 １０月７日ハマスによる攻撃に端を発したイスラエルによる大規模攻撃により、パレス

チナ・ガザ地区の人道状況はきわめて深刻な危機に直面しています。 

空と陸、海からの大規模攻撃、電気、水、食料、医薬品の供給が妨げられるなかでの攻

撃により多くの住人、子どもに犠牲者が生じております。 

この悲惨な状況を一刻も早く改善するために、国として以下について尽力されるよう強

く求めます。 

 

記 

１ 即時かつ持続的な休戦を求める一層の外交努力 

２ 国際法、国際人道法の遵守を求める一層の外交努力 

３ 人道支援物資の供給を通じた状況の改善 

４ 即時人質の解放に向けた外交努力 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。 

 

   令和５年１２月１４日 

 

 内閣総理大臣           殿 

 総 務 大 臣           殿 

 外 務 大 臣           殿 

 衆議院議長           殿 

 参議院議長           殿       

 県選出国会議員   

衆議院議員   階     猛  殿 

   〃     鈴 木 俊 一  殿 

   〃     藤 原   崇  殿 

   〃     小 沢 一 郎  殿 

 参議院議員   横 澤 高 徳  殿 

   〃     広 瀬 めぐみ  殿 

 

                     岩手県紫波郡矢巾町議会 

                      議 長  廣 田 清 実 

 



令和５年１２月１４日 

 

 

 矢巾町議会議長  廣 田 清 実  様 

 

 

                     矢巾町議会運営委員会 

                      委員長  村 松 信 一 

 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

 本委員会は、調査中の事件について、閉会中もなお継続調査を要するものと決定し

たので、矢巾町議会会議規則第７５条の規定により申し出ます。 

 

記 

 

１ 事  件 

   本会議の会期日程等議会運営に関する事項 

 

２ 期  限 

   次期定例会まで 

 

 

 

  



令和５年１２月１４日 

 

 

 矢巾町議会議長  廣 田 清 実  様 

 

 

                     矢巾町議会広報広聴常任委員会 

                      委員長  藤 原 信 悦 

 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

 本委員会は、調査中の事件について、閉会中もなお継続調査を要するものと決定し

たので、矢巾町議会会議規則第７５条の規定により申し出ます。 

 

記 

 

１ 事  件 

   議会の広報に関する調査、編集及び発行に関する事項 

 

２ 期  限 

   次期定例会まで 

 

 

 

  



令和５年１２月１４日 

 

 

 矢巾町議会議長  廣 田 清 実  様 

 

 

                   第８次矢巾町総合計画策定調査特別委員会 

                    委員長  谷 上 知 子 

 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

 本委員会は、調査中の事件について、閉会中もなお継続調査を要するものと決定し

たので、矢巾町議会会議規則第７５条の規定により申し出ます。 

 

記 

 

１ 事  件 

   第８次矢巾町総合計画策定に関する調査、研究に関する事項 

 

２ 期  限 

   次期定例会まで 


